
 

（様式第１号） 

 平成２２年度第１回 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画評価委員会 会議録 

日   時 平成２２年１１月２１日（日）１６：３０～１８：３０ 

場   所 市役所 北館４階 教育委員会室 

出  席  者 委 員 長  佐々木 勝一 

副委員長  中田 智恵海 

委  員  榎田 敏彦 

委  員  目春 貴美子 

委  員  大脇 巧己 

委  員  河盛 重造 

委  員  藤井 清 

委  員  松本 朋子 

委  員  野田 京子 

委  員  牧野 君代 

委  員  磯森 健二 

欠席委員  石谷 春奈 

事 務 局  こども課長 中村 尚代   保育所担当課長 水谷 幸雄 

         主査 和泉 みどり 

事 務 局 保健福祉部こども課 

会議の公開     ■ 公 開 

傍 聴 者 数     ０ 人 

１ 会議次第 

(1) 評価委員会設置要綱の改正について 

(2) 委嘱状交付 

(3) 部長あいさつ 

(4) 委員・事務局自己紹介 

(5) 委員長の互選・副委員長の指名 

(6) 委員長あいさつ 

(7) 議題 

  1. 前期行動計画の評価及び検証・総括 

  2. その他 

 

２ 提出資料 

  資料１ 委員名簿 

  資料２ 平成22年度行動計画の推進・評価に関する取組み(予定) 

  資料３ 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画評価委員会設置要綱 

  資料４ 基本目標に対して事業担当課の過去5年間の取り組みについての総括 

  資料５ 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画＜事業評価基準＞ 

資料６ 平成21年度芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画の施策体系別評価一覧表 

資料７ 平成21年度芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画実施状況一覧表（全事業） 

資料８ 平成21年度芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画実施状況一覧表 

（目標未達成事業） 

  資料９ 芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画＜前期＞検証・総括（案） 
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３ 審議経過 

 

  事務局より，芦屋市情報公開条例に基づき本委員会が公開であり，議事録及び委員名を

公表すること等の確認。 

  評価委員会設置要綱一部改正による委嘱期間の説明。 

  委嘱状交付（全委員） 

  部長あいさつ・自己紹介 

 

（事務局）今回は，任期満了の後の第１回評価委員会となりますので，互選によります委員 

長の選出をお願いいたします。 

 

（牧野委員）これまでの経過もありますので，委員長は佐々木委員にお願いしてはどうでし 

ょうか。 

 

（事務局）牧野委員より佐々木委員にとのご発言がありましたが，皆様いかがでしょうか。 

 

＜ 全員異議なし ＞ 

 

（事務局）それでは，委員長は佐々木委員よろしくお願いいたします。副委員長は，委員長

の指名になっていますのでお願いいたします。 

 

（委員長）副委員長は，中田委員にお願いしたいと思います。 

 

＜ 全員異議なし ＞ 

 

＜ 開 会 ＞ 

  委員長あいさつ 

 

＜ 議 事 ＞ 

（委員長）議事に入る前に，事務局は本日の資料の確認を行ってください。 

 

【事務局より，当日配布資料１～４及び事前配布資料５～９の確認。】 

 

（委員長）それでは，事務局は資料に沿って説明をしてください。 

 

（事務局）それでは説明させていただきます。 

 

【事務局より，資料４～９について説明。】 

 

（委員長）盛りだくさんの内容でしたが，一つ目は，「個別事業の２１年度実績にもとづく評

価について」，二つ目は，「基本目標ごとの評価について」，三つ目は，「全体の総括

について」，の３点かと思います。それぞれにご意見をいただきたいのですが，まず
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は二つめの基本目標ごとの評価について，事務局からたたき台として（案）が出さ

れておりますので，それについてご意見を頂き，委員会の意見としてまとめたいと

思っております。そしてその後，三つめの前期計画の全体の総括としてのご意見を

頂き，同じく委員会からの総括の意見として，まとめたいと思っております。これ

らの評価委員会意見は，最終，報告書に掲載することになります。また，一つ目の

「個別事業の２１年度実績にもとづく評価」については「全体の総括」のところに

個別事業の評価値の集計が掲載されており，仮に，ご意見により，今，付されてい

る評価が変わるようなことがありましたら，そのデーターも変わることになり，連

動しておりますので，後ほどの三つ目の「全体の総括」のところで，合わせてご意

見をいただこうと思っております。ではまず，基本目標ごとへ意見の総括について

ですが，さきほど事務局から説明がありましたが，何かありますでしょうか。 

 

（事務局）五つの基本目標ごとの総括文案ですが，その根拠につきましては，所管課からの

総括，個別事業の評価や社会的情勢なども勘案し，事務局案としてまとめました。

それについて，ご意見をいただき，修正の後，評価委員会のご意見としていただけ

たらと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

（大脇委員）二点ありまして，まず一点目，基本目標５の総括で「・・・子ども自らが自身

を守れる取り組みが一層必要・・・」とありますが，私自身としては，できれば入

れて欲しくないと思っています。具体的にどういったことをイメージしているのか

難解でありますし，学校教育の中で指導して，子ども達に危機管理意識をもたせる，

ということもあるかと思いますが，子どもに自分の身を守れといってそれでいいの

か，という思いがあります。２点目は各所管の総括の中に実施事業名が列記されて

いますが，それにＡ，Ｂ，Ｃ評価も並記していただければもっとわかりやすいと思

います。 

 

（事務局）文面につきましては委員のかたがたのご意見によると思いますので，大脇委員の

ご意見に対して，他の委員のかたからもご意見いただければと思いますが，事務局

のイメージしたところとしましては，最近のことですが，小学 1年生の女の子が「車

に石をぶつけたな，車に乗れ」と言われ，後ろの座席に乗せられたのですが，その

女の子が機転を利かし，傘をドアにはさんで閉まらなくし，男が運転席に向かった

隙に逃げた，という記事や，また小学校でもＣＡＰなどもしており，危ないときに

すぐに大きな声が出せる訓練が必要であることなどから，大人も子どもを守ろうと

しますが，子どもも危機管理意識をもつよう育成していくことで，少しはそういっ

た危険を回避できるのではないかと考え，このような文面にしました。 

 

（牧野委員）この文章を見て最初に浮かんだのがＣＡＰですが，そのＣＡＰについて，今は

３年生だけですが，他の学年にも実施するとか，もっと早い時期から実施するとか，

そういったことを考えているのかと思ったのですが，所管課の総括には記載されて

いません。愛護委員からすると，保護者は特に「愛護委員や地域の人が見てくれて

いたらそれでいい」という意識があるように感じられるので，家庭の中でも子ども

に，自分の身は自分で守るというようなことを教えていかなければならないし，お

願いしたいところでもあるので，私は，その一文は入れておいてもいいかなと思い

ます。となると，ＣＡＰの効果があるのかどうかが，よくわからないという思いが

しています。 

 

（河盛委員）「・・・取り組みが一層必要・・・」となっており，ほかの事はもう達成されて

いるかのような印象になっていますので，「・・・取り組みも一層必要・・・」とい
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う表現にしてはどうでしょうか。 

 

（大脇委員）私が引っかかっていたのは，まさにその表現であり，内容的にはそういうこと

になるのですが，他の総括はどちらかというと，市に対しての提言であるのに，こ

の文章だけが，「子どもに対して頑張りなさい」という形になっているので，言い回

しさえ変えればいいと思います。たとえば「子どもの危機管理意識を高めるような

施策も必要である」というような表現にするとか。 

 

（委員長）「取り組みも必要である」という表現に変えるのか，それとももう少し付け加えて

たとえば「市民の見守りも充実させ，そして子ども自身にも自分の身を守る意識を

高める取り組みも必要である」という表現にするか。 

 

（大脇委員）一番いいのは，子どもたちの危機管理意識を養成するような，家庭教育であっ

たり，施策が必要だということがここに書かれていれば，その主旨に沿うのかなと

思います。 

 

（委員長）他に何かありますか。 

  

（松本委員）ここでの議題に逸れるかもしれませんが，基本目標５のこども課（保育所担当）

の総括で「・・・行政，警察，地域との連携の強化が特に必要である。・・・」とあ

りますが，いろいろな事件などの情報が，愛護委員さんには連絡が回るのに保護者

には回らない。それは学校によっても違っていて，以前子猫の虐殺事件があったと

きに，小学校に問い合わせると，「そういったことは警察の管轄になるので・・・」

とのことだったのですが，別の小学校の保護者は知っていた，ということがありま

す。痴漢情報についても，学校は知っていて，集団下校時に先生が付き添いなどの

対応をしてくださっているのですが，保護者だけが知らないことが多く，登録など

していれば連絡が回るようなシステムもあるようですが，学校ごとに任されている

ようですので，保護者への周知の経路の確立について整理していただきたいと思っ

ています。 

    

（事務局）今のご意見については，教育委員会へご要望がある旨お伝えいたします。 

    それから，総括の文章については委員会でまとめていただければと思います。 

 

（委員長）一番簡単なのは「・・・取り組みも・・・」に変えることですが，大脇委員のご

意見のように，少し付け加えて，例えば「家庭教育や，社会の見守りも充実させ，

そして子ども自身にも自分の身を守る意識を高める取り組みも必要である」という

ような併記型の詳しい表現にするか，皆さん，ここでご意見いただき決めてしまい

たいと思います。 

 

（副委員長）大脇委員の言われたとおりでいいのではないでしょうか。「子ども自らが危機管

理意識を養成するような施策が必要」というような表現だったかと思いますが，こ

こでの「自身を守る」という表現に違和感があります。 

 

（大脇委員）「そういった施策を充実する」というような文言であれば問題は無いと思います。

子ども自身が自分の身を守るという意識を高めるような施策を充実させる」とか。 

 

（副委員長）その後に「取り組みも一層必要と思われる」と続ける。ですので，「・・・自身

を守れる取り組みが・・・」とあるのを「・・・危機管理意識を養成する取り組み

も・・・」に変える。これでどうでしょう。 
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（委員長）では，これをまとめの意見とします。 

 

（事務局）了解しました。 

 

（委員長）他にございませんか。 

 

（榎田委員）基本目標３にあたるのですが，全事業で見るとＡ評価が多く，頑張っているな

と思うのですが，Ｃ評価の３７事業のうち１６事業，４割強が「（４）地域における

子どもの居場所作りの推進」になっています。基本目標３の総括を見てみると，

「・・・子どもの居場所作りの取り組みや，事業によっては参加者の減少が課題と

なっている。・・・」と捉えています。 

「ジュニアパソコンクラブ」，「バドミントンひろば」，「金曜シネサロン」，「人形

劇の会」などがＣ評価になっていますが，実際にこの取り組みが，ニーズがあって

実施しているのかどうか。例えば「ジュニアクラブ」は希望がとても多く，抽選で

なかなか入れない状況です。 

私は民間企業に勤めていますが，通常，民間であれば，ニーズのあるところに資

本を集中して投入するのが当たり前なのですが，みんなの行きたいという所は抽選

でなかなか入れないのに，ほとんど参加の無い他の事業もやっていて，バランスが

悪いと思いますので，文面には，例えば「・・・取り組みや見直しも含め・・・」

などの一文を入れたほうがいいのではないでしょうか。「見直し」をいれないと，や

めたほうがいいのではないかという事業についても，今後もまだ続けないといけな

いのか，ということにもなりかねないので，子どもたちがもっと参加したいと思う

事業に，例えば，人員を多くしてクラスを増やすなどできると思うので，文言を変

えて，今後フレキシブルに対応できるような文章にしたほうがいいのではないでし

ょうか。 

 

（委員長）榎田委員のご意見は，まさしく評価委員会が求めているご意見で，以前にも確認

しましたが，「Ｃ評価がだめ」というのではなく，今後どうなるのかを評価していく

姿勢を通していただいてありがとうございました。事務局はこのご意見でまとめて

ください。 

 

（事務局）了解しました。 

 

（委員長）他にございませんか。無いようですので，次に全体総括を見ていただきます。事

務局案の個別事業評価とリンクしていますので，注意して見ていただきたいと思い

ます。ご意見をどうぞ。先ほど申しました，評価の姿勢でお願いいたします。 

 

（野田委員）左の表の見方を教えてください。Ｂ評価が２段書きになっているのですが。 

 

（事務局）まず，評価基準を見ていただけますでしょうか。Ｂ評価について，２１年度目標

が「継続」としている事業について，継続して実施していれば，目標達成となりま

すが，２１年度目標が「充実」としていた場合，以前と変わらず継続実施している

事業については，Ｂ評価ではあっても「充実する」という目標は達成できていない

ことになります。このようにＢ評価については２種類あると考え，目標達成率につ

いて，もう少し詳しく検証したということになります。例えば，一番上の基本目標

１（１）について総事業は４８事業，Ａ評価が２３事業，Ｂ評価が２０事業，Ｃ評

価が５事業とありますが，そのうちＢ評価については，目標達成できたのが１９事

業，目標達成できていない事業が１事業となります。Ｂ評価については，目標達成

できたものと，できなかったものが混在していることになりますので，評価自身で

は目標が達成できたかどうか判断できない部分があるということです。 
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（河盛委員）右下の検証総括の最後の部分について，「・・・前期において達成率の低い施策

の今後の底上げを期待したい」とありますが，そうすると，またＣ評価の事業を優

先的に何とかしようとするのか，と思ってしまうのですが，Ｃ評価の事業は，ニー

ズの無いものも含まれているので，むしろ目標達成率の低い施策については，今後

再検証して見直すなどしたほうがいいと思います。評価にこだわり過ぎるとよくな

い。 

 

（委員長）Ｃ評価でニーズの低いものは整理してもいいんじゃないか，ということですね。 

 

（河盛委員）達成率ではなく，重要な施策について，より優先的に対応することが大事だと

思います。 

 

（副委員長）具体事業一覧の事業 No.１９「カウンセリングセンターの電話，面接相談」は，

Ｃ評価ですが，後期計画の取り組みとして「継続して実施する」となっています。

これは，評価をＡにするために努力しようとしているのでしょうか。廃止してしま

ってもいいのではないかと思います。なぜそういうことを言うかというと，この事

業は相談事業ですよね。他にも，青少年愛護センターの相談や家庭児童相談室，母

子父子家庭相談や児童虐待の相談などいろいろな相談事業がありますが，この事業

が他の相談事業とどうリンクしているのか。学校教育課だけで独立して，連携無く

実施されているとすればおかしいのではないかと思います。 

実績値を見ると，昨年度のべ１６７件で，実人数とするともっと少ないわけです。

それで決算が３２３万２千円。他の相談事業と比べるとここだけが突出しています。

もっと他の事業と連携して実施できないのでしょうか。 

 

（委員長）これは，行政内部の問題になるかと思うのですが，事務局は何かありませんか。 

 

（事務局）まず，この事業は，もともと２１年度目標が「回数の見直し」となっています。

行革もあり「事業を整理していく」というのがこの事業の目標でありましたので，

平成１７年度の決算から比べると２１年度はかなり減っていますし，実際に実施場

所や回数の見直しも行なわれました。 

この事業は，教育カウンセリングで，他の家庭児童相談や虐待相談，保護を要す

る子どもの相談というのは，「カウンセリング」ではなく，どちらかというと，寄り

添って一緒に行動する「ケースワーク」に近いものがあります。 

このカウンセリングセンターの教育カウンセリングは，ずいぶん前から実施され

ていまして，専門家が質問に対してお答えし，いろいろなアドバイスをしていくの

ですが，ただ，打出教育文化センターにも，同じような面を兼ね備えているところ

がありますので，体育館・青少年センターにあったカウンセリングセンターを，打

出教育文化センターに統合し，打出教育文化センターの相談と重複しないように，

常時どちらかが実施している状況にすることで，かなり整理された結果となってい

ます。 

 

（副委員長）もっと他の事業を充実させて，必要でなければ，これは廃止したらどうでしょ

うか。 

 

（事務局）すぐに対応できるものではありませんが，そのようなご意見があったことは担当

課に申し伝えます。 

 

（副委員長）他の相談事業はこれで十分なんでしょうか。例えば，事業 No.１０「母子，父子

家庭相談」はＢ評価ですが，これは可能な限り，もっと充実させていく方向にはあ

るんでしょうか。 
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（事務局）「母子，父子家庭相談」はどうしてＢ評価なのか，と思うほどで，担当で評価する

際の厳しさ・甘さはあるかと思いますが，この５年間で，内容については非常に充

実したと思います。ただ，相談員の人数が増員できていないのでＢ評価になります。  

初めに戻りますが，何を基準に評価するかという時に，評価の糧となるものを数

字であげるようにしたため，ここでは相談員の人数を指標としたので，人数につい

て評価されることになるのですが，その付加価値的なものとして，実施状況や取り

組みの内容を記載する，という評価のスタイルが出来上がってきたという経過があ

ります。実際のところ，それで評価をすると，評価がばらばらになってしまいます

ので，ここでは人数のみ対比して評価することになります。 

母子父子施策については，政策的にも就労支援に非常に力を入れておりまして，

就労を希望されているかたには，個別に相談員がハローワークに同行し，面接官に

直接会って就労につなげたり，また，資格取得支援制度の給付金額や期間が充実し

まして，高等技能訓練促進費ですと，一ヶ月１４万１千円，最長３年支給されると

いう施策も実施されています。これについての相談窓口も充実しており，内容的に

は非常に充実してきたといえます。 

「母子，父子家庭相談」はＢ評価ではありますが，今後もさらにニーズに応えら

れるようにと考えております。 

 

（副委員長）他市と比べて相談員の人数は少ないのですか。 

 

（事務局）芦屋の母子世帯数は他市より少なく，また他市で芦屋の人口の５倍くらいあると

ころでも，母子の相談員は１人か２人という状況ですので，人数的には他市と比較

して少なくはありません。ただ，この状態で全然対応できないということになりま

したら，当然増員も考えなければならないのですが，現状はそこまでにはなってお

りません。 

 

（委員長）他にご意見ございませんか。 

 

（野田委員）これは公表するのですか。 

 

（事務局）様式は変わるかもしれませんが，結果，数値や文言についてはそのまま公表する

予定です。 

 

（野田委員）Ｃ評価について，事業の内容も悪かったのではないか，達成率の結果のみで総

括をするのはよくないのではないかと思います。達成率が低いと言うのは，施策に

よって事業数が少ないものもあるからと言っていましたが，やはり,事業内容も悪か

ったのではないのでしょうか。そういったところも総括の文章に入れるべきではな

いかと思います。目標達成ばかりにこだわるのはよくないと思います。 

 

（松本委員）あと，グラフについては折れ線グラフになるのでしょうか。横のつながりが無

いので棒グラフでいいのでは。 

 

（事務局）グラフは修正いたします。 

 

（委員長）先ほどからの，ニーズに合っていない事業については，ここは評価委員会ですの
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で，ここで議論するのではなく，策定委員会で議論することになるのでしょうか。 

 

（事務局）後期計画の策定委員会は昨年度で終了しております。また，昨年度に前期計画の

中間検証として同じような検証を行ない，前期計画の状況を後期計画に反映させて

います。今回の全体の検証・総括は，中間検証時の状態とほとんど変わっておりま

せんので，今後は，この総括をもって推進していく糧としていきたいと考えており

ます。 

 

（委員長）そういった意味では，総括の中に，「ニーズに合っていないものについては見直し

を図る」というような文言を追加することで，各委員の皆さんよろしいでしょうか。 

 

（榎田委員）それと，基本目標ごとの総括には，「実施しているけれども周知が足りない・啓

発が必要」というような内容があるので，全体の総括についても，「目標は達成して

いるが，今後それをどう周知するか，啓発していくかが課題となっている」という

ような文言を入れるべきだと思います。 

 

（委員長）他によろしいでしょうか。 

 

（藤井委員）総括の最後に「子育てしやすいまち 芦屋」という良いスローガンがあるので，

それをもっと生かした表現にできないかと思います。それと，「・・・ばらつき無く

全施策の充実が図れるよう・・・」とありますが，なんでも投資するのではなく，

意味のあるものに対して投資するようにして，充実してもらったほうが良いかと思

います。 

基本目標３の総括について「・・・母親だけでなく・・・」とありますが，今日，

商工会のそろばん塾がありまして，付き添いの９０％はお母さんで，お父さんがほ

とんど来ない状態です。お父さんの出番が少ないのか，そんなことは無いと思うの

ですが，お父さんに意識が無いのかなと思います。文面については「・・・母親だ

けでなく父親も，地域住民として参画し・・・」としていただいたらどうでしょう

か。 

 

（事務局）全体の総括と基本目標３の総括についてご意見いただきましたが，まず，基本目

標３の総括で，「・・・母親だけでなく父親も，地域住民として参画し・・・」とす

ると，意味合いがかなり変わると思いますので，整理お願いいたします。 

全体の総括については，総体的に委員の皆様が言っておられることは，力を入れ

るべき施策とそうでないものを見極めて推進することが大事である，ということな

のかと思いますので，そのように文章を変えさせていただくことでよろしいでしょ

うか。 

 

（委員長）全体の総括の文面については，そのような内容で，事務局でまとめてください。

基本目標３の「父親」の表記についてはどうしましょうか。 

 

（榎田委員）父親も子育てには多分参加しているかと思うので，「積極的に」などの前向きな

言葉を入れたらどうでしょう。「・・・母親だけでなく，父親や地域住民も積極的に

参画し・・・」でどうでしょうか。 
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（委員長）皆さん，「積極的に」を入れることでよろしいですか。 

   

＜ 全員異議なし ＞ 

 

（委員長）それでは他にございませんか。 

 

（河盛委員）目標未達成事業に対する評価委員会の最終評価といいますか，「未達成だったけ

れども仕方なかった」というような検証がいるのではないでしょうか。 

 

（委員長）先ほどの話にありました整理すべきものとそうでないものを，評価委員会である

程度まとめたほうがいいのでしょうか。 

 

（事務局）後期計画についてはもう完成しておりますので，今，「なくせばいいのではないか」

ということは言いにくいと思いますが，総括への皆様のご意見は，Ｃ評価，未達成の

事業もそうだと思いますが，力を入れるべき施策とそうではないものを見極めた上

で，今後取り組みしていくことが大事ということだと思いますので，全体の総括の文

章の中に「未達成事業においても」という文言を付記することでいいのでしょうかと

思いました。 

 

（河盛委員）私の言いたかったのは，未達成事業の中で，本来は目標達成しておかなければ非

常に困るはずのものが達成できていないことについて，お詫びがなくていいのかと

いうことです。Ｃ評価でも仕方がなかったという部分はたくさんあるかと思うので

すが，「本当は達成しなければならなかったのに，結果的にＣ評価で残念だ」という

ようなこともいると思うのです。 

 

（委員長）個別の事業でいいますと。 

 

（河盛委員）例えば，事業No.２１０「心身障害時早期療育訓練事業「すくすく学級」」はＣ

評価でよかったんでしょうか。事業No.１９３「折り紙教室」のＣ評価とはずいぶん

と違うと思うのですが。 

 

（事務局）前期計画の最終評価ですので，Ｃ評価というのは確かによくないのですが，この

事業の後期計画での取り組みについては，「・・・「くすのきのいえ」移転後，２３

年度に施設整備を実施・・・」と記載がありますように，後期計画において充実す

ることになります。 

 

（大脇委員）初めから言われていることですが，どこを評価するかとか，評価基準，評価軸

の問題だと思うんです。同じＣ評価でも，優先度や重要性が違うというのも，要は

どこを評価するかによると思います。最初の段階では，確かに分かりやすいように

数値を設定していましたが，本当は各担当課に「ここを評価して欲しい」というも

のをきっちり出して欲しい。だからこそ「ここをこんな風に変えたいんだ」という

こと知りたいんです。 

     例えば，未達成事業の中の事業No.１９「カウンセリングセンターの電話，面接相
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談」ですが，今後どうするかというところで「継続して実施」となっています。こ

れだと，何を評価したら良いのか，ということになると思うのです。最終評価とし

て何か加えるとすれば，個々には難しいとは思うのですが，評価基準についても見

直しなどが必要かと思います。 

また，事業を廃止するのがいいか悪いかを判断するのは評価委員会ではなく，評価

できるような方向性をつけてあげる，要するにアドバイザー的な立場が評価委員会

だと思います。市民が評価できるような方向性をつけることで最終検証になるのか

なと思います。そういう気持ちで参加しているのですが。 

 

（事務局）この評価委員会は，２１年度に掲げた目標に対してどうだったかを評価するもの

で，その事業が適当か否かまでを踏み込んで評価するのではありません。その評価

については，「事務事業評価」といいまして，別の組織が担当して実施しています。 

    それが事業の仕分けだったりするのですが，これだけいろいろなことが一覧表から

見えてきていますので，例えば相談業務にしても，中田委員が言っておられたよう

に，いろんなところで相談業務があるので，本当に必要かどうかを見直す必要があ

るのではないか，という意見は当然言えるとは思うのですが，ここで廃止を決める

ことができるのではありません。そこが混在すると，評価ではなく事業の仕分けに

なってしまいます。ここでは，２１年度の目標に対しての事業推進の評価をお願い

いたします。 

また，大脇委員のご意見で，評価値の基準となる「評価基準」や「評価の軸」に

ついて，後期計画の評価に向けて変える必要性などについては，ご意見いただける

ことだと思います。 

 

（委員長）個別には，例えば事業No.９３「重度心身障害児介護手当」について，自立支援金

の関係で別施策で対応されていて，その部分の金額だけ減ってしまうので，内容が

下がったかなと思うのですが，実はそうではないんです。 

そういった意味で，それぞれ，いろんな背景がありますので，総括文については

全体で評価させていただきたいと思います。 

 

（大脇委員）過去の評価委員会でも話が出ましたが，芦屋市の努力でなく国や県の制度改正

によるものと，芦屋市内部できっちりと努力して結果が出たものとがあるかと思い

ますが，できれば，それは分けて評価するべきではないかと思います。そのことに

ついても総括の文章の中に入れることができれば，と思いますが。 

 

（事務局）非常に難しいと思います。事業進捗にはいろんな要素がありまして，制度によっ

て充実することもありますし，同じ年度に取り組みによって充実することもあるか

と思いますので，分けて評価するのは難しいと思います。 

制度が変わっただけということもありますし，そうではなく取り組みが充実した

ということもあるかと思いますし，両面あるかもわかりません。各事業担当課の努

力を評価するということもあるかと思いますが，役所の取り組みのみを評価するの

ではなく，次世代の計画を推進することで，子どもの施策がどれだけ充実したか，

結果が大切であり，この計画の評価になると思います。 

社会全体で子どもの環境，子どもにとっての施策がどんな風に向上するかがこの

計画の目的ですので，市のみの事業だけでなく，例えば児童手当などの国の事業も
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計上されています。その発想でなければ，国の施策のみで実施している事業は計上

しないこととなるのですが，そうではなく，社会全体として子どもの環境がどうな

っているかを見ることも，この計画の目的のひとつにありますので，国の施策によ

るものを全く排除するわけにはいきませんし，その事業を市が実施している限り，

評価しないというのもおかしいので，表記に配慮は必要かもわかりませんが，分け

て評価するのは難しいと感じます。 

 

（委員長）行政側の足りないことを一方的に評価するのではなく，市民も含めた芦屋市全体

で，子育てに対する意識をどう捉えるかという評価になればよいということですね。 

 

（大脇委員）それが一番いいとは思います。最終的に各担当課から出された取り組み内容に，

そのあたりをどう考えているかが伝わるような記載があれば評価がしやすいのです

が。 

 

（委員長）他に何かございませんか。 

 

（磯森委員）「前期計画の検証・総括」のインフルエンザに関する標記をもっと簡単にしたほ

うが良いと思います。「・・・一部の事業を自粛したことによる影響もうかがえる

が・・・」くらいの表現で良いのではないかと思います。 

 

（委員長）事務局は表現を考えてください。他に何かございませんか。 

 

（大脇委員）検証・総括の左の表のした，米印の注意書きですが，わかりにくいです。「目標

達成状況」とあるのは「目標達成率」のことですね。 

 

（事務局）修正いたします。 

 

（牧野委員）カウンセリングセンターについて，廃止でいいのではないかというご意見があ

りましたが，相談したい保護者にとっては，あちらこちらに相談できる窓口がある

のは，ありがたいことなんです。「ここで，カウンセリングセンターの電話・面接相

談をやっている」ということが，あまり周知されていないのではないでしょうか。

若いお母さんがたの集まる会に参加したときに，障がいを持ったお子さんのお母さ

んが，困ったときにどこに相談したらいいかわからないという話を聞くと，やはり

ＰＲが足らないのではないかと思いました。 

     この「カウンセリングセンターの電話,面接相談」は打出文化教育センターに移っ

たんですが，困っている人が行った時に暖かく迎えてくれるような雰囲気が大切だ

と思います。愛護センターでもそうですが，困った人が身近なところで相談できる

場所が欲しいと思います。 

あと，２１年度目標の「回数の見直し」とは何の回数を見直すのかと思ったので

すが，先ほどの説明で，言われていることはもっともだ，と思いました。しかし，

打出文化教育センターにも，そういった相談窓口があるということをもっと周知し

て欲しいと思います。 

 

（委員長）全体の総括・個別の評価などについて他にございませんか。では，まだ言い足り
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ないこともあるかと思いますが，一応事務局にすべて預けたいと思います。 

続きまして，議題２「その他」ですが，何かございませんか。なければ，事務局

は何かありますか。 

 

（事務局）再度確認ですが，字句等の軽微な修正は事務局にお任せいただいてよろしいでし

ょうか。また，評価値が変わるものはなかったのですが，全体の総括の文章につき

ましては事務局で再考し修正しますが，委員長・副委員長にご確認いただいて，委

員会の意見としてまとめにさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（委員長）お任せいただいていいでしょうか。 

 

＜ 全員異議なし ＞ 

 

（事務局）では，そのようにさせていただきます。 

今後の予定ですが，本日のご意見を持ち帰り，庁内の幹事会・本部会議で報告し

ます。また，１月の広報等に評価結果を掲載し，ホームページにも掲載する予定で

すが，最終的には報告書にまとめまして，皆様にお送りする予定です。 

それから，本日の評価委員会で前期計画の評価が終わりますと，市民委員であら

れた榎田委員と石谷委員におかれましては，このような会議にご出席いただくのは

実質本日が最後となられるかと思います。また，団体からのご推薦の委員で，１年

ごとに任期を決められて再任されないかたにつきましても，今回の会議が最後にな

るかと思います。石谷委員は本日ご欠席ですが，お電話で，計画全体について「５

年間で一定の成果が上がっているということは非常によかったことと，事業所管課

が自己評価をする仕組みが定着してきたことが何よりもよかったと個人的に思いま

す」とのご意見をいただき，また，「皆様へよろしくお伝えください」とのご伝言を

お預かりしました。 

榎田委員も，本当に長い間お世話になり，ありがとうございました。 

ＰＴＡ協議会，保育推進保護者会協議会のご代表につきましても，再任されない

限り本日が最後となりますので，本当にありがとうございました。前期の評価委員

会はこれで最後となりますが，他にも推進協議会等ございますので，よろしくお願

いいたします。 

一旦の区切りとして，前期計画の評価につきましては終了となりますので，委員

の皆様，前期の５年間どうもありがとうございました。また，引き続き後期計画に

移ってまいりますので，よろしくお願いいたします。後期計画の評価委員会の開催

につきましては，その時に改めましてご連絡差し上げますので，どうかよろしくお

願いいたします。 

本当にありがとうございました。 

 

（委員長）それでは，これをもちまして２１年度の評価委員会を閉会します。各委員の皆様

ありがとうございました。 

     この検証を，後期計画を推進する中で活かし，また新たな目標の達成に向けて努

力していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございま

した 

 

- 12 - 



 

＜ 閉 会 ＞ 
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